
中島村農業機械等導入補助事業のお知らせ
意欲のある農業の担い手の農業経営支援を目的とし、農業経営の継続または、
次世代への継承を確立することを目的に農業機械等を購入される方に対し、購
入費の一部を補助するものです。

※補助金申請前に注文・購入している場合には補助対象になりません。
必ず購入前に補助金申請を行ってください。補助金は導入機械等の検査
に交付いたします。

【補助対象者要件】
(1)中島村内に住所を有する個人または、事業所を有する法人で、村が策定する地域計
画に位置付けられているまたは位置付けられる見込みのある担い手であること

(2)申請時において、３０ａ以上の面積の営農を行う者（または経営継承等が見込まれ
る者）

(3)同一世帯員も含め村税等（国民健康保険税を含む）に滞納がない者（ただし法人に
あっては、当該法人として村税等に滞納がない者）

【対象経費】
(1)農業機械又は農業用設備等で購入費等が税抜き価格で10万円以上であるもの（対象
は一つのみ）
農業機械：トラクター、田植機、コンバイン、農業用ドローン等
※下取りがある場合は、当該金額を購入金額から減額する。また、設置・機械運搬
費等に掛かる経費は補助対象外です。

(2)中古機械は、法定対応年数を経過しておらず、残存耐用年数が2年以上のものかつ
見積書または価格の妥当性を証明する書類(同等の性能・能力を有する中古品の価格
が分かる情報)が整備されているもの

(3)原則、村内の取扱店にて購入したもの（ただし、村⾧が適当であると認めた場合は
村外取扱店での購入も可能とする）

(4)汎用性の高いものでないこと（トラック、フォークリフト、バックホー等）

【補助率・限度額】
対象経費の10分の1以内(限度額10万円)
※村予算が上限に達した場合には、申請をお断りする場合があります。

【留意事項】
申請者は事業実施年度を含む５カ年にわたり、農業経営面積の維持、拡大に向けて取り
組まなければなりません。

お問い合わせ
中島村企画振興課
電話0248-52-2113

【申請に必要な書類】
・中島村農業機械等導入事業補助金交付申請書（第１号様式）
・誓約書（第２号様式）
・法人の登記事項証明書の写し（申請者が法人である場合）
・見積書の写し（下取りがある場合はその金額がわかるもの）
・農業用機械または農業用設備等の仕様が確認できる書類（カタログ等）
・農業用設備等の場合、設置予定場所の写真
※申請内容については、企画振興課において事前確認を受けてください。


